
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活安全情報北広島 NO.14 

          北 広 島 市 
令和 3 年 10 月 1 日発行 

（北海道警察本部ホームページから） 

預貯金詐欺、キャッシュカード詐欺盗の被害にあわないために 

還付金詐欺が急増 ! 
道内の特殊詐欺の特徴 

（令和３年７月末） 

○ 認知件数は 91 件で、前年と比べ 14
件減少 

○ 被害金額は約 1 億 9,600 万円で、
前年と比べ約 1,300万円減少 

○ 被害者の 83.5%が、６５歳以上の高
齢者 

○ 還付金詐欺とオレオレ詐欺が増加 
○ 預貯金詐欺・キャッシュカード詐欺

盗の被害者は、全員が高齢者 

８月末(暫定値)の、道内における特殊詐欺の認知
件数は 97 件、被害総額は約２億 5,000 万円で、
前年と比べると件数は 18 件、被害額は約 4,880
万円減少しています。 
主な手口としては、還付金詐欺 25件、架空料金

請求詐欺 22件、預貯金詐欺 18件、オレオレ詐欺
12 件ですが、被害額をみると、架空料金請求詐欺
が約 7,230万円、預貯金詐欺が約 4,230 万円、オ
レオレ詐欺が約 3,120 万円、還付金詐欺が約

2,280万円となっています。 
 このことから、還付金詐欺については、発生件数
の割には被害額が少ないと思うかもしれませんが、
前年は認知件数が 0 件だったのが 25 件発生して
いるのですから、犯人グループの手口がさらに巧妙
になってきていると考えられます。 

犯 人 

 
○○市役所 
の者です。 

 
○○警察署 
の者です。 

今年、道内において、最も発生件数が多い還付金詐欺については、犯人から「ATMで還付金

の受取手続きができる」という絶対にありえないことを言われ、被害者が犯人と通話しながら

ATMを操作させられ被害にあっています。 

北広島市内でも、今年 4 月に市職員を名乗る男性から、還付金がある旨の電話があり、詐欺

被害にあった方がおり、他にも還付金詐欺と思われる予兆電話が多数入っています。 

被害にあわないために、多くの方に 
「ATM でお金が戻る」は詐欺！「通話しながら ATMを操作」も詐欺！  

と伝え、通話しながら ATM を操作している人を見かけた際には、声かけや警察への通報をお

願いします。 

道内において、8月末まで発生した預貯金詐欺やキャッシュカード詐欺盗の被害者は、全員が

65 歳以上の高齢者でした。 

北広島市内でも、今年 1 月に厚別警察署員を名乗る男性から、「あなたのキャッシュカードが

偽造され使われている」などの電話があり、キャッシュカードをだまし取られ現金がひきだされ

るという事案があり、その他にも厚別警察署員を名乗る女性などから、キャッシュカード詐欺盗

と思われる予兆電話が多数入っています。 

被害にあわないために、高齢者の方に 

「キャッシュカードは渡さない」「暗証番号は教えない」を徹底する 
よう伝えましょう。 

還付金詐欺の被害にあわないために 



  

【タイヤ盗難に注意】 
 例年、これからの時期にタイヤが盗まれる被害が多発します。 
タイヤを盗まれないために、次のことに心がけましょう。 

  ○ 車庫や物置などに保管し、出入口を施錠する。 
  ○ タイヤを鎖などで連結して施錠する。 
  ○ タイヤに目印をつける。 
  ○ センサーライトなどの防犯機器を活用する。 
【自転車盗難に注意】 
 道内において、過去１０年間の刑法犯の約２割は、自転車盗難
事件です。特に、高校生の被害が多く、大学生の被害も増加傾向
にあり、高校生と大学生の被害を合わせると、自転車盗難全体の
７割を超えます。 
 自転車を盗まれないために、次のことに心がけましょう。 

  ○短時間の駐輪でも、必ず施錠する。 
  ○鍵を複数かける（ツーロック） 
  ○自転車防犯登録をする。 
【車上ねらい（荒らし）に注意】 
 車の施錠をしていても、自宅の敷地内や駐車場でも被害にあい
ます。（施錠中が約 5割、住宅敷地・駐車場が約 6割） 
被害にあわないために、次のことに心がけましょう。 

  ○ 車内にバッグ等の荷物を置いたままにしない。 
  ○ 明るくて管理された駐車場を利用する。 
  ○ 車は車庫に入れて出入口を施錠する。 
  ○ 警報装置、防犯カメラ、センサーライト、ドライブレコ

ーダー等の防犯機器を活用する。 

 

鍵をかけましょう 

毎年１０月に開催している、犯罪のない安全で安心な市民大会につきましては、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため、中止することになりました。 
大会中止のため、１０月１２日から２０日までの間、市役所受付、各出張所、団地住民センター

連絡所、エルフィンパークにおいて啓発物品を配布します。（数に限りがあります） 

犯罪のない安全で安心な市民大会の中止について 

【強制わいせつ事案に注意】 
 昨年、道内で発生した子どもや女性被害の強制わいせつ事案は、
夜間の発生が多く、住宅街・道路上における発生が約 5 割を占め、
13 歳未満の子どもの被害が約 3 割を占めました。 
子どもや女性が、このような犯罪の被害にあわないために、次

のことに心がけましょう。 
  ○ イヤホンで音楽を聴きながら、スマートフォンや携帯電

話を操作しながらの、いわゆる「ながら歩き」はやめる。 

  ○ 夜間の一人歩きは極力避け、人通りが多く、明るい道を
通る。 

  ○ 玄関に入って施錠するまで後方を見るなど周囲を十分に
警戒する。 

   

 


